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全国厚生労働関係部局長会議（人材開発統括官）

○「働き方改革実行計画」などを踏まえ、人材開発統括官施策に関する具体的な対策の柱

① 働き方改革による生産性向上の推進

② 人材投資の強化や女性、高齢者、障害者等の多様な人材の活躍促進

③ 外国人材受入れの環境整備等の推進

１．人材開発統括官における平成31年度予算案について

上記の柱を踏まえた人材開発統括官における平成31年度予算案の主な施策

① 働き方改革による生産性向上の推進

・ 生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者に対する支援

② 人材投資の強化や女性、高齢者、障害者等の多様な人材の活躍促進

・ リカレント教育の拡充等による人材育成の強化、技能を尊重する機運の醸成

・ 若者・就職氷河期世代に対する就労支援等

・ 精神障害者など多様な障害特性に対応した就労支援の強化

③ 外国人材受入れの環境整備等の推進

・ 外国人技能実習に関する実地検査や相談援助等の体制強化
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［人材開発統括官］

千円 千円 千円 ％

一　般　会　計 12,968,494 13,536,140 13,112,133 143,639 101.1

(うち義務的経費） (7,363,169) (7,344,420) (7,643,869) 280,700 103.8

(うち裁量的経費） (5,605,325) (6,191,720) (5,468,264) ▲ 137,061 97.6

　　(推進枠） (0) (708,479) (149,687) 149,687 －

労働保険特別会計 239,255,753 244,400,744 244,147,791 4,892,038 102.0

1,501,759 2,378,589 2,564,151 1,062,392 170.7

237,753,994 242,022,155 241,583,640 3,829,646 101.6

252,224,247 257,936,884 257,259,924 5,035,677 102.0

平成31年度予算案総括表

区　　　　　分
平成30年度
予　算　額

平成31年度
概算要求額

対　前　年　度
比較増▲減額

前年比
平成31年度
予　算　案

合　　　　　計

（　労　災　勘　定　）

（　雇　用　勘　定　）
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平成３１年度人材開発統括官重点施策と予算案の概要について 

 

平成３１年度予算案 ２，５７３（２，５２２）億円                           

                     

第１ 働き方改革による生産性向上の推進                  ３４（２９）億円                                                                    

 

１ 第 4 次産業革命に対応した人材育成・人材投資の抜本拡充  ３４（２９）億円                              

全国の職業能力開発促進センター（ポリテクセンター）等に設置している「生産性

向上人材育成支援センター」において、各企業のニーズに応じたオーダーメイド型の

在職者訓練や人材育成の相談対応等、総合的な事業主支援を実施する。 

また、中小企業や製造現場等で働く人向けの基礎的 IT リテラシー習得のための職

業訓練コースを開発するとともに、開発したコースについて、生産性向上人材育成支

援センターで実施する。 

IT 分野の人材育成を強化するため、ジョブ・カードの能力証明機能の強化や IT 分

野の能力開発・キャリア形成に関し、専門的知識を有するキャリアコンサルタントの

育成・活用を促進する。 

 

第２ 人材投資の強化や女性、高齢者、障害者等の多様な人材の活躍促進 

                                  ２，１９１（２，０５１）億円 

                                                    

１ リカレント教育の拡充【一部再掲】          ９４７（８００）億円                                                           

（１）キャリアアップ効果が高い講座の給付率引上げ等の教育訓練給付の拡充  

一般教育訓練給付についてキャリアアップ効果が高い講座を対象に（給付率を引き上げ）

するとともに、専門実践教育訓練給付について専門職大学の追加など対象講座を拡大する。 

 

（２）中小企業等の労働者を対象にした基礎的ＩＴリテラシーの職業訓練の実施 

【再掲】                             ３３（２８）億円 

中小企業や製造現場等で働く人向けの基礎的 IT リテラシー習得のための職業

訓練コースを開発するとともに、開発したコースについて、全国の生産性向上人

材育成支援センターで実施する。 

 

（３）正社員就職の実現を図る長期高度人材育成コースの推進    

３９５（３７９）億円 

ハロートレーニング（公共職業訓練）において、国家資格の取得等により、正社

員就職を実現する長期の訓練の充実を図る。 
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（４）事業主による e-ラーニングを活用した教育訓練の人材開発支援助成金の対象

への追加                           ５１９（３９４）億円 

リカレント教育機会の更なる拡充を図るため、事業主による e-ラーニングを活

用した教育訓練を助成金の対象に追加する。 

 

２ 学び直しに資する環境の整備 【一部新規】      ５３２（３９５）億円 

（１）長期の教育訓練休暇制度を導入した事業主への人材開発支援助成金による支援

の実施                          ５１９（３９４）億円 

長期の教育訓練休暇制度を導入し、一定期間以上の休暇取得実績が生じた事業

主に対して助成金による支援を実施する。 

 

（２）人材育成ニーズに対応した教育訓練プログラムの開発【新規】 
             ９．７（０）億円 

様々な人材育成のニーズに対応し、最新かつ実践的な知識・技術の習得に資す

る教育訓練プログラムの開発・実証を行う。 
 
 

（３）企業におけるキャリア形成支援策の普及とキャリアコンサルティングの質の

向上【一部新規】                           １．９（０．９）億円 

セルフ・キャリアドック（※）の導入を希望する企業への支援について、支援メ

ニュー及び拠点を拡充する。 

また、キャリアコンサルタントの現場での実践力を強化するため、キャリアコ

ンサルタントに対する指導のモデル的な実施を通じた調査・分析・ツール開発を

行う。 
※ セルフ・キャリアドック：労働者のキャリア形成を支援するため、年齢、就業年数、役職等の

節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。 

 
 

（４）人事・経理等のホワイトカラー職種の職業能力診断ツールの開発に向けた調査・

研究【新規】                           ０．３（０）億円 

ホワイトカラー職種の職業能力の見える化を進めるため、人事・経理等のホワ

イトカラー職種における職業能力診断ツールの開発に向けた調査・研究を行う。 

 

（５）企業における技術・技能の評価に関する活用実態の把握【新規】 
                      ０．２（０）億円 

職業能力の見える化を推進するため、民間事業者等の協力の下、職業能力に係

るニーズや、労働者の技術・技能に係る評価の賃金への反映状況等について調査

を行う。 
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（６）「企業のマネージメント力を支える人材育成強化プロジェクト事業(仮称)」の

実施【新規】                          ０．３（０）億円 

危機管理を含めた企業のマネージメント力を引き上げるため、総合的なモデル

カリキュラムを開発し、教育訓練の実施を支援する「企業のマネージメント力を

支える人材育成強化プロジェクト事業（仮称）」を行う。 
 
 

３ 技能を尊重する機運の醸成                ５．３（５．５）億円 

（１）2023 年技能五輪国際大会の我が国への招致       ２．２（３．９）億円 
2023 年技能五輪国際大会の日本・愛知県への招致に向けて、2019 年 8 月の開催

地選挙で選出されるために、支持基盤の強化を狙った戦略的な招致活動を行うと

ともに、投票時のプレゼンテーションにおいて、日本の魅力・開催意義等を効果的

に PR する資料等を作成する。 
 
 

（２） 技能五輪国際大会に向けた「選手強化策パッケージ」の策定  
３．１（１．７）億円 

技能五輪国際大会に向けた「選手強化策パッケージ」を策定することにより、世

界レベルの高度技能者を集中的に育成し、企業・社会に展開していくとともに、企

業等の人材投資への意識を向上させることで、日本全体の人材レベルのボトムア

ップを図る。 
 

 

４ 職業能力の見える化の推進                ３９（ ４６）億円 

職業能力の「見える化」の観点から、技能検定やジョブ・カードの強化・活用

促進を図る。 

 

 

５ 女性の活躍促進に向けた職業能力開発の推進        １６８（１６６）億円 

子育て女性や社会人のリカレント教育講座や土日・夜間講座、完全 eラーニング

講座等対象講座の多様化、利便性の向上を図る。 

子育て女性等の早期再就職のため、託児サービス付き訓練などのハロートレーニ

ング（公共職業訓練）の充実を図る。 
 

 

６ 若者・就職氷河期世代に対する就労支援等 【一部新規】【一部再掲】 

１７０（１６８）億円       

（１）「学卒全員正社員就職」に向けた大学等と連携した就職支援の強化 
【一部新規】                           ８４（８２）億円 
｢学卒者全員正社員就職｣実現に向けて、大学等との連携強化により支援対象者の

確実な把握を行い、特別支援チーム等を活用した新規学卒者等の支援対象者に対す

る就職実現までの一貫した支援の強化を図る。 
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   （２）就職氷河期世代を含む不安定就労者への支援【一部新規】 ４６（４７）億円                              

いわゆる就職氷河期に就職時期を迎えた不安定就労者等に対し、職業訓練の実施

や雇い入れた事業主に対する助成を行うとともに、ハローワークにおける担当者制

によるきめ細かな職業相談等を実施する。 

就職氷河期世代等の無業者を対象に地域若者サポートステーションの就労支援

と自治体等の福祉支援をワンストップ型で継続的な提供を可能とする体制の整備

や支援の充実を図るモデル事業を創設する。 

 

（３） 若年無業者等の社会的・職業的自立のための支援の推進 

【一部新規】【一部再掲】                                ４０（３９）億円 

地域若者サポートステーションと関係機関との連携強化等による、若年無業者等

に対する切れ目のない就労支援の推進に加え、就職氷河期世代等の無業者を対象に、

地域若者サポートステーションの就労支援と自治体等の福祉支援をワンストップ

型で継続的な提供を可能とする体制の整備や支援の充実を図るモデル事業を創設

するなど、地域若者サポートステーション事業の強化を図る。 

 

７ 精神障害者など多様な障害特性に対応した就労支援の強化 ６７（６２）億円 

障害者職業能力開発校において、「職業訓練上特別な支援を要する障害者」に重

点を置いた職業訓練を実施する。 
また、精神障害者等の受入体制を整備するため、職業能力開発校（一般校）にお

いて精神保健福祉士等の相談体制を強化するとともに、精神障害者を対象とした職

業訓練をモデル的に実施する。 
 

８ ハロートレーニングによるセーフティネットの確保【一部新規】【一部再掲】 

                   １，３７９（１，３７５）億円 

求職者の安定した就職の実現につなげるため、地域のニーズに対応した効果的な

ハロートレーニングを推進する。   

 

 

第３ 外国人材受入れの環境整備等の推進                ６５（３６）億円 

  

１ 外国人技能実習に関する実地検査や相談援助等の体制強化【一部推進枠】 

６４（３５）億円                                                
外国人技能実習制度の適正な運用を図るため、監理団体・実習実施者に対する

実地検査及び外国人技能実習生に対する相談援助等を実施する外国人技能実習機

構の体制を強化する。 
 

２ 人材開発分野における国際協力の推進          １．１（１．２）億円                            

ASEAN 等に対して、二国間及び国際的な枠組みにより技能評価システム及び職業

訓練実施方法のノウハウの移転を促進し、同地域内の技能水準の底上げを図る。 
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訓練企画室【職業訓練関係】 （ ５６０９ ）

キャリア形成支援室
　【ジョブ・カード、キャリアコンサルタント関係】

（
５９５９
５９７５

）

１

（１）キャリアアップ効果が高い講座の給付率引上げ等の教育訓練給付の拡充 若年者・キャリア形成支援担当参事官室 （ ５９３７ ）

（２）中小企業等の労働者を対象にした基礎的ＩＴリテラシーの職業訓練の実施 訓練企画室 （ ５６０９ ）

（３）正社員就職の実現を図る長期高度人材育成コースの推進 訓練企画室 （ ５９２６ ）

企業内人材開発支援室 （ ５９３５ ）

２

企業内人材開発支援室 （ ５９３５ ）

（２）人材育成ニーズに対応した教育訓練プログラムの開発 政策企画室 （ ５６４８ ）

キャリア形成支援室 （ ５９７５ ）

能力評価担当参事官室 （ ５９４２ ）

（５）企業における技術・技能の評価に関する活用実態の把握 能力評価担当参事官室 （ ５９４２ ）

政策企画室 （ ５６４８ ）

３

（１） 2023年技能五輪国際大会の我が国への招致 能力評価担当参事官室 （ ５９４２ ）

（２） 技能五輪国際大会に向けた「選手強化策パッケージ」の策定 能力評価担当参事官室 （ ５９４２ ）

能力評価担当参事官室【技能検定関係】 （ ５９４２ ）

キャリア形成支援室　【ジョブ・カード関係】 （ ５９５９ ）

若年者・キャリア形成支援担当参事官室室
【土日･夜間講座、完全eラーニング講座関係】

（ ５９３７ ）

訓練企画室【ハロートレーニング関係】 （ ５９２６ ）

６ 若者・就職氷河期世代に対する就労支援等

（１）「学卒全員正社員就職」に向けた大学等と連携した就職支援の強化 若年者・キャリア形成支援担当参事官室 （ ５９３７ ）

（２） 就職氷河期世代を含む不安定就労者への支援 若年者・キャリア形成支援担当参事官室 （ ５９３７ ）

（３） 若年無業者等の社会的・職業的自立のための支援の推進 若年者・キャリア形成支援担当参事官室 （ ５９３７ ）

７ 特別支援室 （ ５９６２ ）

８ ハロートレーニングによるセーフティネットの確保 訓練企画室 （ ５９２６ ）

１ 海外人材育成担当参事官室 （ ５６０３ ）

２ 海外協力室 （ ５９５７ ）

（３）企業におけるキャリア形成支援策の普及とキャリアコンサルティングの
　　質の向上

主要事項の担当課室名

項　　　　　目 担当課室名（内線）

第１　働き方改革による生産性向上の推進

１ 第4次産業革命に対応した人材育成・人材投資の抜本拡充

第２　人材投資の強化や女性、高齢者、障害者等の多様な人材の活躍促進

リカレント教育の拡充

（４）事業主によるe-ラーニングを活用した教育訓練の人材開発支援助成金
　　の対象への追加

学び直しに資する環境の整備

（１）長期の教育訓練休暇制度を導入した事業主への人材開発支援助成金
　　による支援の実施

人材開発分野における国際協力の推進

（４）人事・経理等のホワイトカラー職種の職業能力診断ツールの開発に向けた
　　調査・研究

（６）「企業のマネージメント力を支える人材育成強化プロジェクト事業(仮称)」
　　の実施

技能を尊重する機運の醸成

４ 職業能力の見える化の推進

５ 女性の活躍促進に向けた職業能力開発の推進

精神障害者など多様な障害特性に対応した就労支援の強化

第３　外国人材受入れの環境整備等の推進

外国人技能実習に関する実地検査や相談援助等の体制強化
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全国厚生労働関係部局長会議（人材開発統括官）

２．公的職業訓練の効果的・効率的な実施について

今後の方向性、今後取り組んで頂きたい事項

○ 労働局が開催する地域訓練協議会を活用した地域の訓練ニーズの共有やそれを踏まえたコース
設定をお願いしたい。また、今年度より、委託訓練において、 ①地域のコンソーシアムを形成し、各地
域の人材育成ニーズ等を踏まえた見直しを行うことで高い就職率を目指す訓練コースや②第４次産
業革命を迎えるに当たり、全ての労働者が標準的に身につけておくべき基礎的ITリテラシーを習得す
るコースを新設しているため、コースの設定促進に向けた積極的な取組をお願いしたい。

○ 非正規雇用労働者等を対象とした長期の訓練コースについては、予算の確保や訓練実施機関の
確保など、コースの設定促進に向けた積極的な取組をお願いしたい。

○ 訓練修了までに就職が決まらない可能性のある者について、訓練修了１か月前を目処に漏れなく
ハローワークへ誘導するなど、ハローワークと連携した受講者への就職支援等の徹底をお願いしたい。

〇 精神障害者等の受入体制の強化を図るため、平成31年度予算案では、一般校への精神保健福
祉士等の配置について増額計上しており、相談体制の強化に向けた検討を予めお願いしたい。また、
一般校で精神障害者に対する訓練のモデル的な実施について、平成31年度予算案では新規分も計
上しており、実施に向けた積極的なご検討を予めお願いしたい。

○ 公的職業訓練等の広報については、今年度AKB48チーム8をハロートレーニングアンバサダーとして
任命しPRに努めているところ。求職者が減少する中で求職者のみならず事業主にも、訓練の内容や
生産性向上の観点からの有用性などについてもＰＲしていただきたい。

○ 公的職業訓練の認知度を上げ、真に必要としている方に利用していただくためには、積極的
な広報戦略の展開が重要。
○ 公的職業訓練をより一層効果的なものとするためには、地域の訓練ニーズの共有や就職支
援等に関して、労働局等の関係機関との連携が重要。
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【コンソーシアムによる開発等訓練コースの内容】
◆ 地域における求人ニーズや産業施策を踏まえ新規開発したコース
◆ 求人企業における人材ニーズ等を踏まえ既存の訓練のカリキュラ
ムなどを見直したコース
◆ 委託費単価の上限９万円。
※ 実施した訓練を各地域に定着させるため、「地域レベルのコンソーシ
アムによる開発等訓練コース」として継続して実施できる期間は３箇年
度とし、その後は他の訓練課程での実施とする。
※ ２箇年度目以降の実施に当たっては就職率や充足率の継続基準を
満たしていることを要件とするほか、受講者数や就職率の実績を都道
府県別に公表する。

委託訓練における「地域レベルのコンソーシアムによる開発等訓練コース」の創設

【目的と課題】
・ 既存の委託訓練の中には就職率が低調な訓練コースも見ら
れるなど、地域ニーズを踏まえた適切なコース設定が十分にでき
ておらず、訓練内容の見直し等の取り組みも十分でない。
・ 各地域の産業施策を踏まえた訓練コースについては、現行制
度の枠組みでは訓練設定が難しい課題（単価等）もある。

業界団体・民間教育訓練機関・都道府県をはじめとする行政機関等によるコンソーシアムを形成し、地域に
おける人材育成ニーズ等を踏まえて見直し・開発した訓練カリキュラムを都道府県から民間教育訓練機関等へ
委託訓練（離職者訓練）として実施。

都道府県、労働局
機構（ポリテク等）
地域労使団体

企業、業界団体

民間教育訓練機関等
（職業訓練を実施）

業界団体・企業のニーズを
踏まえた訓練カリキュラム
等の見直し・開発

【地域レベルのコンソーシアム】
◇ 地域の関係者間のネットワークを構築し、企業・業界団体が
求める知識・技能を訓練内容に取り込む。

◇ 過去に実施したコンソーシアム事業で得られた以下のようなポイ
ントも踏まえ、訓練内容の見直し又は開発に取り組む。
①関連資格の取得を考慮したカリキュラムの構成
②訓練期間中のきめ細やかな就職支援
③訓練を実施できていない分野におけるニーズを踏まえた新規設定
④企業実習型（日本版デュアルシステム）の活用

【訓練コース開発等の流れ】

コンソーシアムの
形成により地域の
人材育成ニーズの
把握や整理

見直し・開発する
分野・カリキュラ
ムの選定

既存の訓練カリキュラ
ム等の見直しや新規カ
リキュラムの開発

就職率等の基準をク
リアすれば、継続実
施。課題があれば見
直し。

民間教育訓練機関
等で訓練実施（委
託訓練）

【コンソーシアムのイメージ】

平成3１年度予定額 １１億円（１１億円）
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◆ 第４次産業革命による産業構造の変化や人材の流動化に対応するため、労働者の能力開発が一層重要
となる中、特にITﾘﾃﾗｼｰはIT業界に限らず、ITを活用する全産業の人材に求められている。

◆ 「未来投資戦略2017」（平成29年6月9日閣議決定）においても「年代・職種を問わず、様々な人材が多様な
機会を通じて基礎的なIT・ﾃﾞｰﾀｽｷﾙを身につけることは重要」とされている。

◆ このため、基礎的なITﾘﾃﾗｼｰを習得するための職業訓練を実施し、働く人々のＩＴ力の強化を図る。

第4次産業革命による技術革新に対応した基礎的ITﾘﾃﾗｼｰ習得のための職業訓練の実施

平成31年度予定額 7.1 (7.0）億円

様々な職業への就職を希望する方々を対象とした職業訓練（離職者訓練）

これからの社会人が標準的に装備しておくべき基礎的ITﾘﾃﾗｼｰを習得する職業訓練ｺｰｽを設定し、他の公
的職業訓練との連続受講も可能とすることにより、希望の職業への就職を実現する。

◇ 訓練の概要

・ 実施機関及び内容：民間訓練機関を活用し、職種を問わず必要となる基礎的ITﾘﾃﾗｼｰを習得するｶﾘｷｭﾗﾑ

・ 受講対象者：あらゆる職種への就職を希望する求職者

・ 平成31年度計画数：0.5万人
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長期高度人材育成コース

○ 国家資格の取得等ができる１～２年の長
期の離職者訓練を推進

訓練期間

3ヶ月 6ヶ月 1年 2年

公共職業訓練（委託訓練）において、これまで能力開発機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等
を対象として、国家資格の取得等を目指す長期の訓練コースを拡充し、高い可能性で正社員就職に
導くことができる充実した訓練を実施する。

これまでの委託訓練コース

訓練期間

3ヶ月 6ヶ月 1年 2年

○ 離職者訓練の期間は、主に原則３～６ヶ月
の短期の訓練

早期再就職

資格取得
資格取得

※対象者はハローワークに求職登録している非正規雇用労働者等。

さらに、就職後
の定着指導や
フォローアップ
の支援を行う。

非正規雇用労働者等への長期高度人材育成コースの推進

平成31年度予定額 395（379）億円

コース例：介護福祉士、保育士、社会福祉士、
精神保健福祉士、栄養士、
ＩＴＳＳレベル３以上のＩＴスキル講座 など

正社員就職
を目指す!!
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ＡＫＢ48チーム８を「ハロートレーニングアンバサダー」に任命しました 
～９月 18 日に厚生労働大臣への表敬訪問を実施～ 

 

厚生労働省では、このたび、希望する職業への就職やキャリアアップのために必要な職業

スキルや知識の習得の支援策であるハロートレーニングなど人材開発施策全体の周知・広報

活動を行う「ハロートレーニングアンバサダー」を設置し、ＡＫＢ48 チーム８を任命しま

した。今後の活動に先駆けて、９月 18 日に、ＡＫＢ48 チーム８を代表して３人のメンバー
*が、加藤 勝信 厚生労働大臣への表敬訪問を予定しています。 

＊  関東エリア 神奈川県代表 小田 えりな さん 

    関東エリア 新潟県 代表 佐藤 栞   さん 

    関西エリア 京都府 代表 太田 奈緒  さん 

 

トップアイドルを目指して日々歌やダンスなどのトレーニングに励むＡＫＢ48 チーム８

の皆さんが、希望する職業への就職やキャリアアップを目指す方々と「夢に向かって日々地

道に努力する」という点で共通していることから、今回、アンバサダーに任命しました。 

 

今後はアンバサダーとして、全国の職業能力開発施設への訪問や各種技能競技大会などの

イベント出演といった活動を通じてスキルアップやキャリアアップの重要性を伝えていた

だくことで、生涯を通じた能力開発の機運の醸成に繋がることを期待しています。 
 

【「ハロートレーニングアンバサダー」大臣表敬訪問の概要】    
 

日 時：平成 30 年９月 18 日（火）14：00～14：15 

場 所：中央合同庁舎第５号館 厚生労働大臣室（10 階） 

（東京都千代田区霞が関１-２-２） 

＊取材をご希望の場合、事前申込が必要です。 

別添の申込書にご記入の上、９月 14 日（金）17：00 までにお申し込みください。  

[別添] 取材申込書 

 

 

平成 30 年９月 10 日 

【照会先】  

人材開発統括官付 

参事官（人材開発政策担当）付 

政策企画室長  立石 祐子 

室長補佐      中嶋 未生 

（代表電話) 03(5253)1111(内線 5963) 

（直通電話）03(3595)3403 
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【「ハロートレーニングアンバサダー」プロフィール】 

■ＡＫＢ48 チーム８ 

 

 

■任命理由 

若者・女性に人気の高いＡＫＢ48 グループの中で、地域密着型のチームで各都道府

県にメンバーが所在。歌、ダンス、芝居などのトレーニングを通じ、トップアイドル

を目指し常に学びがんばっている姿が、就職やキャリアアップを支援する人材開発施

策との親和性が高く、若者・女性への訴求効果が期待される。 

 

■アンバサダーのミッション 

● 生涯を通じた能力開発の機運を醸成すること 

● 人材開発施策（企業による人材育成支援、個人のキャリア形成支援、ものづくり 

職種の訓練等）に対する理解を促し、認知度を向上させること 

● 若者、女性に対し「技能のかっこよさ」を伝えること 

 

【今後の活動予定】 ※詳細については、調整中。 

 ■メディアツアー（職業訓練施設見学、職業訓練体験など） 

（大阪府）９月下旬～10 月上旬、（東京都）11 月～12 月 

■各種技能競技大会のステージイベント出演 

（沖縄県）技能五輪全国大会併催イベント：11 月２日～５日のうちいずれか１日  

（愛知県）少年少女技能大会（アイチータ杯）併催イベント：11 月 

  

                                

2014 年、「会いに行けるアイ

ドル」として活動してきたＡ

ＫＢ48 から「会いに行くアイ

ドル」をコンセプトにして生

まれたチーム。全国 47 都道府

県で開催されたオーディショ

ンによって各都道府県から１

人ずつ選出されたメンバーで

構成され、地域に密着した活

動を特色としている。 
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全国厚生労働関係部局長会議（人材開発統括官）

〇 若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成の取組みに積極的で、雇用管理が優良な中
小企業を厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定している。
〇 地域若者サポートステーション（以下「サポステ」という。）事業は、地方公共団体と協働して、
若者支援のノウハウを有する民間団体に委託し、実施している。

〇 「ユースエール認定制度」について、平成30年11月末時点で認定企業が450社となっている。
都道府県等の立場での制度の周知広報や公共調達での優遇等を通じて、管内の中小企業に
積極的な取得を促していただきたい。

〇 サポステ事業の推進に当たっては、地方公共団体の果たす役割が非常に重要であり、若者
雇用促進法においても、地方公共団体は国の措置と相まって、地域の実情に応じて必要な措
置を講ずるよう努める旨規定されている。各地方公共団体においてはこれまでも、予算措置、
場所の確保、人的支援やネットワーク構築に係る調整等、事業運営に当たり大きな役割を果た
していただいているが、平成31年度事業の調達についても、近日中に公示される予定であるが、
予算措置、学校等関係機関との連携強化の視点を含め、地方公共団体の立場で一層のご尽
力いただくようお願いする。

３．若年者雇用対策について

今後の方向性、今後取り組んで頂きたい事項
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若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中
小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定
企業」として認定しています。

認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める人材
の円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

若者の採用・育成に積極的で
雇用管理の優良な中小企業を応援します！

若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さまへ

Ａ

１
ハローワークなどで
重点的ＰＲを実施

「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で
認定企業を積極的にＰＲすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに
関するポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」などにも認定企業として
企業情報を掲載しますので、貴社の魅力を広くアピールすることができます。

2
認定企業限定の就職面接会
などへの参加が可能

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて
積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者
と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。

3
自社の商品、広告などに
認定マークの使用が可能

認定企業は、若者雇用促進法に基づく認定マーク（右）を、商品
や広告などに付けることができます。認定マークを使用すること
によって、若者雇用促進法に基づく認定を受けた優良企業である
ということを対外的にアピールすることができます。

4
若者の採用・育成を支援
する関係助成金を加算

若者の採用・育成を支援するため、認定企業が次の各種助成金を活用する際、
一定額が加算されます。

① キャリアアップ助成金
② 人材開発支援助成金（旧キャリア形成促進助成金）
③ トライアル雇用助成金
④ 特定求職者雇用開発助成金（三年以内既卒者等採用定着コース）

５
日本政策金融公庫による
融資制度

株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業・国民生活事業）において実施し
ている「働き方改革推進支援資金（企業活力強化貸付）」を利用する際、基
準利率から－0.65％での融資を受けることができます。

※ 基準利率は、平成30年８月10日現在（期間5年以内）：中小企業事業1.16％、国民生活事
業1.81％です。

※ 適用利率は、資金使途、返済期間、担保の有無などに応じて異なる利率が適用されます。
※ 働き方改革推進支援資金（企業活力強化貸付）の詳細は、以下のＵＲＬをご覧ください。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata_m.html

６ 公共調達における加点評価

公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達（総合評価落札方式・企画
競争方式）を行う場合は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加点
評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の
活用に関する取組指針」において示されました。

※ 公共調達における加点評価の仕組みは、原則平成28年度中に開始。
※ 加点評価の詳細は、公共調達を行う行政機関によって定められます。

LL300907開若02

ユースエール認定企業になると、以下の支援を受けることができるようになり、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待されます。

Ｑ「ユースエール認定企業」として認定を受けると、どんなメリットがありますか？

ご存じですか？
｢ユースエール認定制度｣

＜認定マーク＞
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１ 学卒求人※１など、若者対象の正社員※２の求人申込みまたは募集を行っていること

２ 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

３
右の要件をすべて
満たしていること

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20％以下※３

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労
働60時間以上の正社員が１人もいないこと

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70％以上又は年間
取得日数が平均10日以上※４

・直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業等
取得率が75％以上※５

４
右の青少年雇用情報
について公表してい
ること

・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数

・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検
定等の制度の有無とその内容

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者
数・取得者数（男女別）、役員・管理職の女性割合

５ 過去３年間に認定企業の取消を受けていないこと

６ 過去３年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※６

７ 過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

８ 過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※７

９ 暴力団関係事業主でないこと

10 風俗営業等関係事業主でないこと

11 各種助成金の不支給措置を受けていないこと

12 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと

【 認定基準 】

以下の認定基準を全て満たす中小企業（常時雇用する労働者が300人以下の事業主）であれ
ば、認定企業となることができます。

Ｑ どのような企業が認定企業になることができますか？

Ａ

認定企業となるためには、各都道府県労働局へ申請が必要です。上記の認定基準を満たし
ていることを確認した後、各都道府県労働局から認定通知書を交付します。
※申請書などの提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。また、認定基準を満たしてい

るかどうかを確認するための書類をご提出いただきます。詳細は、各都道府県労働局へお問い合わせください。

Ａ

Ｑ 認定企業になるには、どうすればよいですか？

※１ 少なくとも卒業後３年以内の既卒者が応募可であることが必要です。

※２ 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負いな
がら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者及び他社の事業所で請負業務に従事する者は除きます。

※３ 直近３事業年度の採用者数が３人または４人の場合は、離職者数が１人以下であれば、可とします。

※４ 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という３つの条件を満た
す休暇について、労働者１人あたり５日を上限として加算することができます。

※５ 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」
(子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業)を取得している企業については、くるみんの認
定を受けた年度を含む３年度間はこの要件を不問とします。

※６ ３、４の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から３年以内であっても再申請が可能です。

※７ 離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取り消します。

2
本リーフレットの内容について詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。
（融資制度の詳細は、株式会社日本政策金融公庫へお問い合わせください）
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1

地域若者サポートステーション事業
○サポステ相談支援事業

･職業的自立に向けての専門的相談支援（個別相談・プログラム等）を実施
・IT技術（スカイプ等）を活用した相談環境を整備【充実】
・高校中退者等のニーズに応じたアウトリーチ型の相談等を実施
・人材不足の業種・職種等におけるサポステ利用者の個々のニーズに即したOJTと
Off-JTを組み合わせた職場体験プログラムを実施
・就職した者への定着・ステップアップ相談を実施
・就職氷河期無業者サポートプログラム（平成30年度）を拡充し、基礎自治体の生活
困窮者自立支援スキームとサポステ事業の一体的支援窓口を整備、概ね40代半ばま
での無業者を対象に、原則ワンストップ型で必要な支援・プログラムを提供（12箇所の
サポステで実施）

○若年無業者等集中訓練プログラム事業
合宿形式を含む集団的プログラムにより、就職活動や職業生活に必要な実践的な知
識・能力の獲得に向けた集中的な訓練を実施（一部のサポステで実施）

ハローワーク

地域若者サポートステーション事業

就労に向けた支援

若者自立支援中央センター（全国１か所）
サポステスタッフ研修、調査・研究、情報収集・提供、 等

高校等教育機関

地 域 若 者 サ ポ ー ト ス テ ー シ ョ ン 1 7 7 ( 1 7 5 ) 箇 所
※ う ち 3 4 ( 3 0 ) 箇 所 は 常 設 サ テ ラ イ ト と し て 設 置

保健・福祉機関・他の支援機関との連携・リファー

サポステの支援がないと求職活動を行うのは困難なケース

地
方
自
治
体

地域社会
自治会、町内会等

商工会・商店街

○ 若者の数が減っているにもかかわらず、若年無業者（ニート※１）の数は近年、50万人台半ばで高止まりしている。
○ これらの者の就労を支援することは、若者の可能性を広げるだけでなく、将来生活保護に陥るリスクを未然に防止し、経済的に自立させ、地域社会の支え手とするとともに、我が国の産業の担
い手を育てるために重要。

○ このため、若年無業者等の若者が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」（※２）において、地方自治体と協働し（※３） 、
職業的自立に向けての専門的相談支援、高校中退者等に対する切れ目ない支援、就職後の定着・ステップアップ支援、若年無業者等集中訓練プログラム等を実施。

○ さらに、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年6月2日閣議決定）や「働き方改革実行計画」（平成29年3月28日働き方改革実現会議決定）等を踏まえ、高校中退者等へのアウト
リーチ型の就労支援の充実、「就職氷河期世代」にあたる無業者への支援のモデルの開発 、定着・ステップアップ支援の強化に取り組む。

企業
（職場体験先）

【サポステの実績（平成29年度末現在）】

～若者の職業的自立支援～

職業相談・紹介

（※１ 15～34歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者 ※２ H18年度～。若者支援の実績・ノウハウのあるＮＰＯ法人等 実施。15～39歳対象 ※３ 地方自治体から予算措置等）

＊ 平成27年度より、「就職者」について雇用保険被保険者になり得る就職者に限定、さらに平
成29年度より、雇用保険被保険就職であることを書類により確認できる場合に限定

※ 平成28年度と概ね同定義で把握した場合

○平成18年事業開始以来の進路決定者数（累計）125,296人

○うち、「新成長戦略」に基づく政府目標「進路決定者数10万人」
（平成23～32年度）に対する進捗状況 108, 389人

→目標達成

公民館NPO等
・高校等からの支援対象者に係る情報提供

平成31年度予定額 3,972（3,946）百万円

110 116

160 160 160 160
173 175

41.9% 42.2% 38.0%

52.3% 57.2% 61.9%
55.4%
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※60.0%

就
職
（
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路
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定
）

うち就職者数（人）

10,184 8,930 16,122
55.4

※（60.0）
474,749 287,730 187,019

平成29年度地域若者サポートステーション事業の実績

進路決定者数（人） 登録者数（人） 就職率（％） 総利用件数（件） 相談件数（件）
セミナー等

参加者数（人）
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全国厚生労働関係部局長会議（人材開発統括官）

○ ものづくり分野においては、若者のものづくり離れ等に伴い、就業者数の減少が進んでおり、若

者をはじめとする人材の確保・育成対策を推進することが求められている。こうした背景を踏ま

え、技能振興施策の充実を進めている。

○ 2023年の技能五輪国際大会の日本・愛知県への招致に立候補。

○ 技能検定等の職業能力検定は、引き続き、適切に実施していく必要がある。

＜技能五輪関係＞

○ 来年度の技能五輪全国大会は、11月に愛知県において実施。各地の技能振興につながる

きっかけとなることから、都道府県のトップレベルにもご認識いただき、大会の参加に向けた選

手の送り出しへのご協力をお願いしたい。

○ 2022年度実施予定の技能五輪全国大会に係る共催都道府県の募集について、積極的な

ご検討をお願いしたい。

○ 技能五輪国際大会の招致は、日本の技能や技術力の高さを世界にアピールするとともに、日

本の若者の技能を高める絶好の機会であり、政府としても招致実現に向け精力的に取り組ん

でいく。

＜技能検定試験関係＞

○ 不適切事案を防ぐため、適切な業務指導を行っていただくとともに、技能検定の実施体制の

整備及び関係予算の確保に努めていただき、都道府県職業能力開発協会とも連携の上、適

正な技能検定試験制度の運用をお願いする。

○ 若年者の受検料減免措置については、平成31年度においても引き続き実施する予定である

ので、当該制度の利用勧奨・周知等をお願いする。

４．技能振興施策・技能検定制度について

今後の方向性、今後取り組んで頂きたい事項
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 1 / 1 

 

開政発 1226 第 1 号 

開評発 1226 第 1 号 

平成 30 年 12 月 26 日 

 

 

 

 各都道府県職業能力開発主管部（局）長 殿 

 

 

 

                   厚生労働省参事官（人材開発政策担当） 

                   厚生労働省参事官（能力評価担当）  

                          （ 公 印 省 略 ） 

 

 

        2022年度技能五輪全国大会及び全国障害者技能競技大会の 

        開催に係る共催の募集期間の延長について 

 

 

人材開発行政の運営につきましては、日頃より格別の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

さて、標記両大会については、平成 30年 10月 5日付け開政発 1005第 2号及び開評発 1005

第 2号（以下「内かん」という）をもって共催する都道府県を募集しているところですが、今

般、各都道府県内における検討・調整のための期間を十分確保するとの観点から、募集期間を

下記のとおり延長することといたしました。 

つきましては、貴都道府県におかれましては、引き続き積極的に御検討くださいますようお

願いいたします。 

 

記 

 

内かん記の第３の２に定める提出期限を、「平成 30年 12月末日」から「平成 31年 1月 31

日」に変更する。 
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技能五輪国際大会の概要

○ 原則22歳以下の青年技能者を対象に、技能競技を通じ、参加国・地域の職業訓練の振興及び技能水準の向上を図るとともに、

国際交流と親善を目的に隔年で開催。幅広い職種を対象とする、唯一の世界レベルの技能競技大会。日本選手団は、1962年から参加。

これまで日本では、過去３回国際大会を実施（1970年東京、1985年大阪、2007年静岡）。

○ 国際大会はワールドスキルズインターナショナル（本部オランダ・WSI）により運営されており、現在79か国・地域が加盟。

日本は中央職業能力開発協会（JAVADA）が加盟。

○ 直近では、2017年10月に第44回技能五輪国際大会（アラブ首長国連邦・アブダビ）が開催。今後の国際大会は、2019年８月に

ロシア・カザン、2021年９月に中国・上海で開催予定。

開催年・月 2007年11月 2009年９月 2011年10月 2013年７月 2015年８月 2017年10月 2019年８月 2021年９月 2023年

開催国
第39回

日本（静岡）
第40回
カナダ

（カルガリー）

第41回
イギリス
（ロンドン）

第42回
ドイツ

（ライプツィヒ）

第43回
ブラジル

（サンパウロ）

第44回
アラブ首長国
連邦（アブダビ）

第45回
ロシア
（カザン）

第46回
中国
（上海）

第47回
2019年８月

WSI総会
(カザン)で決定

参加国・地域 ４６ ４６ ５２ ５３ ５９ ５９ ６０程度 － －

競技職種数 ４７ ４５ ４６ ４６ ５０ ５１ ５０程度 － －

参加選手数
（）は日本選手

８１２
（５１）

８５０
（４５）

９４４
（４４）

９８６
（４５）

１，１８９
（４５）

１，２５０
（４５）

１，６００
程度（－）

－
（－）

－

日本の成績
（順位は金メダル数）

国別順位：１位
金メダル １６個
銀メダル ５個

銅メダル ３個

国別順位：３位
金メダル ６個
銀メダル ３個
銅メダル ５個

国別順位：２位
金メダル１１個
銀メダル ４個
銅メダル ４個

国別順位：４位
金メダル ５個
銀メダル ４個
銅メダル ３個

国別順位：３位
金メダル ５個
銀メダル ３個
銅メダル ５個

国別順位：９位
金メダル ３個
銀メダル ２個
銅メダル ４個

－ － －

構造・建築系（13） アート・ファッション系（６） 情報通信系（７） 製造エンジニアリング系（1６） サービス系（８） 輸送系（６）

石工 広告美術 ３Ｄデジタルゲームアート クラウドコンピューティング 化学実験技術 機械製図CAD パン製造 航空機整備

れんが積み 左官 洋裁 サイバーセキュリティ CNCフライス盤 メカトロニクス ビューティーセラピー 自動車板金

家具 配管 フラワー装飾 情報ネットワーク施工 CNC旋盤 移動式ロボット 西洋料理 自動車工

建築大工 冷凍空調技術 グラフィックデザイン ITネットワークシステム管理 構造物鉄工 プラスティック金型 美容/理容 車体塗装

建設ｺﾝｸﾘｰﾄ施工 タイル張り 貴金属装身具 ビジネス業務用ITソフトウエア・ソリューションズ 電子機器組立て ポリメカニクス 看護/介護 貨物輸送

電工 ビジュアル販売促進 印刷 工場電気設備 試作モデル製作 ホテルレセプション 重機メンテナンス

建具 ウェブデザイン 産業機械組立て 水技術 洋菓子製造

造園 製造チームチャレンジ 溶接 レストランサービス

【第45回国際大会の競技職種（56職種）】※網がけは日本が参加しない予定の14職種（平成30年12月11日時点）

【これまでの開催国と今後の開催国】
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2023年技能五輪国際大会の日本・愛知への招致までのプロセスについて

○ 「日本再興戦略2016」（2016年６月閣議決定）において、技能五輪国際大会の日本への誘致に向けた具体的な
方策を検討し、2017年度年央までに結論を得ることとされた。

○ 2017年１月に職業能力開発局長（現人材開発統括官）の下、有識者による「技能五輪国際大会誘致に向けた検討会
（座長 赤松明 ものつくり大学学長）」を設置。

○ 検討会では、 愛知県が取りまとめた「2023年技能五輪国際大会基本構想」を受け、①「日本をレベルアップする」、
②「日本を発信する」、③「日本を盛り上げる」との観点から招致の意義を検討の上、2023年の技能五輪国際大会を
日本（愛知県）で開催することを求める、とした。

○ 2017年９月22日、厚生労働省として、2023年の技能五輪国際大会の招致（日本・愛知県）に立候補することを決
定。同日の閣議において加藤厚生労働大臣から関係省庁にも招致に向けた協力をお願いしたい旨発言。

○ 同年10月、アブダビで開催されたWSＩ総会において、日本が招致に立候補する意思があることを表明し、WSI役員
や加盟国等に対して支持要請を実施。

○ 2018年10月18日、オランダで開催されたＷＳＩ総会において正式に募集され、上野厚生労働大臣政務官が2023年
技能五輪国際大会の招致に立候補することを表明（フランスも表明）。

○ 2018年11月23日に募集が締め切られたところ、日本以外に立候補したのはフランスのみ。
○ 2019年８月の招致決定に向け、オールジャパン体制で招致プロモーション活動、国内機運の醸成等に取り組む必要。

2017年度 2018年度 2019年度 ・・ 2023年度

開催国 第44回UAE（ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ) ＷＳＩ総会（オランダ・アムステルダム） 第45回ロシア（カザン）
2019年８月

WSI総会（カザン）で
決定

主なスケ
ジュール

【招致決定までのスケジュール（予定を含む。）】

９月
招致立候補の決定

10月
ＷＳＩ総会で
正式な募集開始・
立候補の表明

１月頃
審査書類の
提出

10月WSI総会
（アブダビ）で表明

８月末
WSI総会（カザン）
で投票、開催地決定

３月頃
WSI事務局
検証訪問

６月頃
立候補
ファイル
提出

【招致立候補の決定等】

【招致に向けた検討開始】
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全国厚生労働関係部局長会議（人材開発統括官）

○昨年６月から７月にかけて、全国８ブロック（北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、香川、福

岡）で、第１回地域協議会を開催。

○29年11月の技能実習法施行により、技能実習1号修了時に加え、技能実習2号修了時に「技

能検定3級相当の実技試験」、技能実習3号の修了時に「技能検定2級相当の実技試験」の受

検が義務づけられることとなった。

○職種については、昨年11月に３職種、12月に２作業が追加され、現在２号移行対象職種は80

職種144作業。

○二国間取り決めについては、今月ウズベキスタンとの間で署名を行い、現在11カ国と作成済み。

○入管法の改正により、新たに在留資格「特定技能」が創設。技能実習２号、３号修了者につい

ては、「特定技能１号」への移行にかかる試験が免除。

○来年度においても、地域協議会の適切な開催について引き続きご協力をお願いしたい。

○技能評価試験については、技能実習の実習実施者から受検申請がなされた場合に、適正に

実施いただけるよう、特に、随時3級等の実施体制の整備について、都道府県協会と連携の上、

ご協力をお願いしたい。

５．外国人技能実習制度について

今後の方向性、今後取り組んで頂きたい事項
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３年間 ⇒ ５年間（一旦帰国後，最大２年間の実習）

⑤政府（当局）間の取決めがない
保証金を徴収している等の不適正な

送出し機関の存在

① 監理団体については許可制，実習実施者については届出制とし，
技能実習計画は個々に認定制とする。

② 新たな外国人技能実習機構（認可法人）を創設し，監理団体等に
報告を求め，実地に検査する等の業務を実施。

③ 通報・申告窓口を整備。人権侵害行為等に対する罰則等を整備。
実習先変更支援を充実。

④ 業所管省庁，都道府県等に対し，各種業法等に基づく協力要請等
を実施。これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し，
指導監督・連携体制を構築。

見直し後旧制度

開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力するという制度趣旨を徹底するため，
管理監督体制を強化するとともに，技能実習生の保護等を図る。

技能実習制度の見直しの内容について

※優良な監理団体等とは，法令違反がないことはもとより，技能評価試験の合格率，指導・相談体制等について，一定の要件を満たした監理団体及び実習実施者をいう。

①監理団体や実習実施者の義務・責任
が不明確であり，実習体制が不十分

②民間機関である(公財)国際研修協力
機構が法的権限がないまま巡回指導

③実習生の保護体制が不十分

④業所管省庁等の指導監督や連携体制
が不十分

⑤ 実習生の送出しを希望する国との間で政府（当局）間取決めを順
次作成することを通じ，相手国政府（当局）と協力して不適正な送
出し機関の排除を目指す。

①優良な監理団体等への実習期間の延長

②優良な監理団体等における受入れ人数
枠の拡大

③対象職種の拡大

常勤従業員数に応じた人数枠を倍増（最大５％まで ⇒ 最大１０％まで等）

地域限定の職種・企業独自の職種（社内検定の活用）・複数職種の実習の措置
職種の随時追加

優良な監理団体等に対する拡充策のポイント
（注）枠内下線部分は法律で規定

（法務省・厚生労働省共管）

1
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地域協議会は、技能実習生を受け入れている地域ごとに抱えている課題等が異なる中で、
各地域の関係行政機関等が相互の連携を図り、地域レベルで情報共有等を図る仕組みを
構築する。

１．目的

① 技能実習制度の適正化に向けた、地域での課題の共有、当該年度に重点的に取り組む事項（取組方針※）の協議
② 技能実習制度の現状を踏まえた、制度運用上の留意点などの把握及び協議
③ 技能実習制度の適正化に向けた、業所管省庁の地方支分部局、都道府県等との連携の確保及び強化
※ 当該年度の全国での取組方針は毎年５月頃（第１回は平成３０年２月、第２回は、平成31年５月頃）に開催する
中央協議会（各省庁本省部局等を構成員とする協議会）で策定

２．地域協議会で取り組む事項

全国８ブロック単位（※）で、毎年６月頃に開催する。
※ 開催地：北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡

３．地域協議会の開催頻度等

４．地域協議会の構成員及び事務局

構成員：労働局（監督課長、訓練課（室）長等）、地方入管局、地方農政局、地方経産局、地方整
備局、地方運輸局、都道府県（商工・労働担当部局、警察本部）、外国人技能実習機構

事務局：開催地の労働局

技能実習法に係る地域協議会について

2
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技能実習制度 移行対象職種・作業一覧 (平成30年12月28日時点 80職種144作業)

１ 農業関係（２職種６作業）
職種名 作業名

耕種農業● 施設園芸
畑作・野菜
果 樹

畜産農業● 養 豚
養 鶏
酪 農

２ 漁業関係（２職種９作業）
職種名 作業名

漁船漁業● かつお一本釣り漁業
延縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
ひき網漁業
刺し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業

養殖業● ほたてがい・まがき養殖

３ 建設関係（22職種33作業）
職種名 作業名

さく井 パーカッション式さく井工事
ロータリー式さく井工事

建築板金 ダクト板金
内外装板金△

冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工
建具製作 木製建具手加工
建築大工 大工工事
型枠施工 型枠工事
鉄筋施工 鉄筋組立て
と び と び
石材施工 石材加工

石張り
タイル張り タイル張り
かわらぶき かわらぶき
左 官 左 官
配 管 建築配管

プラント配管
熱絶縁施工 保温保冷工事
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事

カーペット系床仕上げ工事
鋼製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事

サッシ施工 ビル用サッシ施工
防水施工 シーリング防水工事
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事
表 装 壁 装
建設機械施工● 押土・整地

積込み
掘 削
締固め

築 炉△ 築 炉

４ 食品製造関係（11職種16作業）
職種名 作業名

缶詰巻締● 缶詰巻締
食鳥処理加工業● 食鳥処理加工
加熱性水産加工
食品製造業●

節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造

非加熱性水産加工
食品製造業●

塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造

水産練り製品製造 かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工業● 牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造 パン製造
そう菜製造業●△ そう菜加工
農産物漬物製造業●△ 農産物漬物製造
医療・福祉施設給食製造●△ 医療・福祉施設給食製造

５ 繊維・衣服関係（13職種22作業）
職種名 作業名

紡績運転●△ 前紡工程
精紡工程
巻糸工程
合ねん糸工程

織布運転●△ 準備工程
製織工程
仕上工程

染 色 糸浸染
織物・ニット浸染

ニット製品製造 靴下製造
丸編みニット製造

たて編ニット生地製造● たて編ニット生地製造
婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製
紳士服製造 紳士既製服製造
下着類製造● 下着類製造
寝具製作 寝具製作
カーペット製造●△ 織じゅうたん製造

タフテッドカーペット製造
ニードルパンチカーペット製造

帆布製品製造 帆布製品製造
布はく縫製 ワイシャツ製造
座席シート縫製● 自動車シート縫製

６ 機械・金属関係（15職種29作業）
職種名 作業名

鋳 造 鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造

鍛 造 ハンマ型鍛造
プレス型鍛造

ダイカスト ホットチャンバダイカスト
コールドチャンバダイカスト

機械加工 普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ

６ 機械・金属関係（続き）
職種名 作業名

金属プレス加工 金属プレス
鉄 工 構造物鉄工
工場板金 機械板金
めっき 電気めっき

溶融亜鉛めっき
アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理
仕上げ 治工具仕上げ

金型仕上げ
機械組立仕上げ

機械検査 機械検査
機械保全 機械系保全
電子機器組立て 電子機器組立て
電気機器組立て 回転電機組立て

変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電機巻線製作

プリント配線板製造 プリント配線板設計
プリント配線板製造

７ その他（14職種26作業）
職種名 作業名

家具製作 家具手加工
印 刷 オフセット印刷
製 本 製 本
プラスチック成形 圧縮成形

射出成形
インフレーション成形
ブロー成形

強化プラスチック成形 手積み積層成形
塗 装 建築塗装

金属塗装
鋼橋塗装
噴霧塗装

溶 接● 手溶接
半自動溶接

工業包装 工業包装
紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き

印刷箱製箱
貼箱製造
段ボール箱製造

陶磁器工業製品製造● 機械ろくろ成形
圧力鋳込み成形
パッド印刷

自動車整備● 自動車整備
ビルクリーニング△ ビルクリーニング
介 護● 介 護
リネンサプライ●△ リネンサプライ仕上げ

○ 社内検定型の職種・作業（１職種３作業）
職種名 作業名

空港グランドハンドリング● 航空機地上支援
航空貨物取扱
客室清掃△

（注１）●の職種：「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議」による確認の上，人材開発統括官が認定した職種 （注２）△の職種・作業は２号まで実習可能。
3
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技能実習に関する二国間取決めについて

○ 日本と送出国が技能実習を適正かつ円滑に行うために連携を図ること

作成のねらい

取決めの骨子

○ 技能実習法の基準に基づき、監理団体の許可・
技能実習計画の認定を適切に行う。

○ 送出し国側が認定した送出機関及び認定を取り消
した送出機関を日本で公表し、送出し国側が認定
した送出機関からの技能実習生のみを受け入れる。

○ 監理団体・実習実施者に対して、許認可の取消や
改善命令を行った場合は、その結果を送出し国側に
通知する。

日本側 送出し国側

○ 本協力覚書の認定基準に基づき、送出機関の認定を
適切に行う。
・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする
者を選定すること

・帰国した者が技能等を活用できるよう就職先の
あっせんその他の支援を行うこと

・保証金の徴収，違約金契約をしないこと
・技能実習生に対する人権侵害をしないこと

○ 送出機関の認定を取り消したときは、日本側に通知
する。

○ 日本側から不適切な送出機関についての通知を受け
たときは、調査を行い適切に対処する。また、その
結果を日本側に通知する。

○ 技能実習制度についての定期的な意見交換

両国共通の事項

ベトナム（H29.6月），カンボジア（H29.7月），インド（H29.10月）フィリピン（H29.11月）
ラオス（H29.12月）、モンゴル（H29.12月），バングラデシュ（H30.1月）スリランカ（H30.2月），
ミャンマー（H30.4月），ブータン（H30.10月）,ウズベキスタン（H31.1月）

作成状況：計10カ国
（H31.1月時点） 434



施策事項（資料ページ） 所管課室 担当係 担当者 内線

１．人材開発統括官における平
成31年度予算案について

２．公的職業訓練の効果的・効
率的な実施について

訓練企画室 計画指導係 山口 5923

３．若年者雇用対策について
若年者・キャリ
ア形成支援担
当参事官室

企画係 酒井、坂野 5969

４．技能振興施策・技能検定制
度について

能力評価担当
参事官室

企画係 伊藤 5943

５．外国人技能実習制度につい
て

海外人材育成
担当参事官室

海外人材育成
担当参事官室

小川、永田 5952

人材開発統括官　施策照会先一覧　（厚生労働省代表電話　０３－５２５３－１１１１）

9ページ参照

35


